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「全国朝日会」意見交換会が開催されました
　自治体名に「朝日」を掲げる４町村（山形県朝日町、富山県朝日町、
長野県朝日村、三重県朝日町）で構成する「全国朝日会」の意見交換会
が、９月25日（木）に山形県朝日町で開催されました。
　今回の意見交換会では、「各町村の目玉事業」をテーマに、それぞれ
の町や村が力を入れている取組について情報交換を行いました。それぞ
れが抱える課題や地域の特性は異なりますが、「朝日」の名で結ばれた
４町村で互いに学び合いながら、今後のまちづくりに生かしていきます。

　10月10日（金）、近鉄伊勢朝日駅駐輪場にて清
掃活動を行いました。この活動は、全国地域安全運
動（10月11日から10月20日）に先立ち、自転車盗
難被害を未然に防ぐことを目的に実施されました。
また、駅を利用する皆さまに快適な環境を提供する
ための取り組みでもあります。今後も定期的にこの
活動を継続する予定ですので、引き続きご協力をお
願い申し上げます。
　今年もいつも駅を利用している川越高等学校の生
徒有志の皆さんにご参加いただきました。

全国地域安全運動
 「みんなで近鉄伊勢朝日駅の駐輪場をきれいにしました！」

　10月９日（木）、朝日町公民館にて「笑って生き切る　終活セミナー　
～自分のため、家族のためにすべきこと～」をテーマに男女共同参画セミナ
ーを開催しました。
　元気じるし株式会社　代表取締役の石山純さんをお迎えし、自分らしく生
きるために終活の第一歩として、自分自身の持ち物や気持ちの整理だけでな
く、家族の負担を減らすことにも役立つエンディングノートの作成の大切さ
についてお話しいただきました。
　セミナーでは終活というテーマでありながらも、笑いを交えた和やかな雰
囲気の中、参加者たちは今だからこそできることについて学びました。

男女共同参画セミナー

最低賃金が改定に
　三重県最低賃金は
　令和７年11月21日から時間額1,087円になります。
　この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイト
など）を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用さ
れます。

　なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、
特定（産業別）最低賃金が適用されます。
　また、中小企業への賃金引上げ支援策としての各種助成
金制度がありますので、是非御活用ください。
三重労働局賃金室（TEL 059－226－2108）

毎年11月・12月は「税金の徴収強化月間」です
　税金の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービス
に支障をきたす恐れがあるだけでなく、納期内に納税された
方との公平性を欠くことにもなります。
 三重県及び本町を含む県内市町では、特に11月と12月を
「税金の徴収強化月間」と位置づけ、納税する資力がありな
がら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納
処分を積極的に実施することとしています。

※災害や病気など特別な理由によって納期限内の納付
　が困難となった場合はご相談ください。
問い合わせ先
県税について
四日市県税事務所　納税課　TEL：352－0572
町税について
税務課　TEL：377－5655


